
 

 

 解雇には 

 ① 普通解雇 

 ② 懲戒解雇 

があり，①普通解雇は， 

 ⅰ 狭義の普通解雇 

 ⅱ 整理解雇 

に分類されます。 

 普通解雇と懲戒解雇の区別がついていないケースが散見されますが，両者は性質

が異なるものですので，明確に区別する必要があります。 

 【解雇の種類】 

  ① 普通解雇（ⅰ狭義の普通解雇 ⅱ整理解雇） 

  ② 懲戒解雇 
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Ｑ３．解雇の種類を教えて下さい。 


